
国際機関 大洋州 中南米等 その他

4月19日 ～5月9日 ＷＨＯ・FAO等 米国 カナダ EU、EFSA 各国 FSANZ等 中国 各国 各国 報道、論文等も含む

（前回4月5日 ～4月18日 ) (8/4件) (9/10件) (5/4件) (17/24件) (25/12件) (6/5件) (6/5件) (6/7件) (1/0件) (33/19件)

化学物質・汚染物質 (9件) 1 0 0 0 4 1 0 0 0 3

食品添加物 (7) 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0

農薬 (11) 1 2 0 4 2 0 0 2 0 0

動物用医薬品 (1) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

器具・容器包装 (2) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

(31/30件) その他 (1) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

計 (31件) 2 2 2 10 7 2 1 2 0 3

細菌 (5件) 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1

ウイルス (14) 2 1 0 1 5 0 0 2 0 3

原虫・寄生虫 (1) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

プリオン (10) 1 0 0 0 2 0 0 0 1 6

植物性自然毒 (1) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

カビ毒（マイコトキシン) (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

動物性自然毒 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(37/29件) その他 (6) 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0

計 (37件) 6 2 1 1 11 0 2 3 1 10

新食品 (1件) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

GMO (4) 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

健康食品 (4) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2

アレルギー (1) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

クローン (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

放射線照射 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ナノテクノロジー (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(10/5件) その他 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 (10件) 0 1 1 0 3 0 0 1 0 4

肥料 (0件) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飼料 (3) 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

(3/1件) その他 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 (3件) 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

表示 (1件) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

放射性物質 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(35/25件) その他 (19) 0 2 1 4 4 4 3 0 0 1

論文情報 (15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

計 (35件) 0 3 1 4 4 4 3 0 0 16

細菌 (0件) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ウイルス (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(0/0件) その他 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※収集期間については、主たる期間をいう。

化学物質

微生物・プリオン・自然毒

新食品等

肥料・飼料等

その他

海外の食中毒

食品安全関係情報（ 4月19日 ～5月9日 収集分※）について

「食品安全関係情報」として食品安全委員会が収集したハザード毎の地域別情報件数の概要     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(集計数は、今回/前回）

(合計116/90件)

北米 欧州 アジア

収集件数

資料 ３－１



 

 

食品安全関係情報(4 月 19 日～5 月 9 日収集分 116 件)のうち、主なものの紹介 

 (詳細及び他の情報については、食品安全総合情報システム(http://www.fsc.go.jp/fsciis/)をご覧下さい)  

 

【化学物質】 

・欧州食品安全機関(EFSA)、 化学物質のヒトに対するハザード評価のための最新の方法論及びツー

ルに関する科学的報告書を公表 

・ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、殺生物剤の残留基準値(MRL)の設定方法に関する専門家会議の

概要を公表 

・カナダ食品検査庁(CFIA)、食品安全行動計画：2011 年から 2012 年の化学物質(缶詰め食品中のビ

スフェノール A(BPA)量)を対象とした調査の報告書を公表 

・オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、第 24 回 豪州トータルダイエットスタ

ディを公表 

・記事紹介：「低用量のヒ素：リスクの閾値を追い求めて」 

 

【微生物・プリオン・自然毒】 

・国際獣疫事務局(OIE)、ブラジルから BSE 発生事案の届出を受理 

・欧州疾病予防管理センター(ECDC)、中東呼吸器症候群コロナウイルス(MERS-CoV) 感染者急増を受

け、新たな緊急リスク評価書を公表 

・論文紹介：「乳における中東呼吸器症候群コロナウイルスの安定性」 

・米国疾病管理予防センター(CDC)、2013 年の食中毒病原体別発生率・発生傾向を発表 

・台湾衛生福利部疾病管制署、中国四川省において世界初となるヒトの鳥インフルエンザ A(H5N6)ウ

イルス感染死亡例が確認された旨公表 

 

【新食品等】 

・米国食品医薬品庁(FDA)、食物アレルギー表示の免除に関する業界向けガイダンス案を発表 

 

【その他】 

・欧州食品安全機関(EFSA) 

・規制対象製品のリスク評価過程における追加情報等の提出期限を定めた新しい評価手順

の 2014 年 5 月からの施行について公表 

・2013 年の品質管理者報告書を公表 

・アイルランド農業・食料・海洋省(DAFM)、対香港輸出用食肉に携わる食肉事業に関して情報を提供 

・米国食品医薬品庁(FDA) 

・食品法規参照システムを発表 

・第 4 年次要申告食品登録報告書を発表 

・オメガ-3 脂肪酸である、DHA、EPA、ALA を含む食品の強調表示禁止最終規則を発表 

 



資料３－２ 

 

H26.5.27 

食品安全委員会が収集したハザードに関する主な情報 
 

○化学物質---化学物質・汚染物質 

オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、アクリルアミド等の第24回豪州トータルダイエッ

トスタディを公表 

公表日：2014年 5月1日情報源：豪州・NZ食品基準機関(FSANZ) 

http://www.foodstandards.gov.au/publications/Pages/24th-Australian-Total-Diet-Study.aspx 

オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は 5 月 1 日、第 24 回豪州トータルダイエットスタディ

（ATDS）を公表した。 
第 24 回 ATDS は、豪州の食品及び飲料中のアクリルアミドなど 3 種の化合物の分析に関するものである。食

品及び飲料、合計 94 種類 562 検体が、秋と冬の 2 回のサンプリング期間に収集された。その内のアクリルアミド

の結果を紹介する。 
1． 結果 
アクリルアミドは、分析した 94種類の食品及び飲料の検体のうち 57種類から検出された。UB(upper bound、訳

注：定量限界値(LOQ)未満をLOQとして計算した場合)では、アクリルアミド含有量の平均値が最も高い食品は、

ポテトクリスプ類(最大で 373μg/kg)で、それに次いで、電子レンジで調理したポップコーン(同 320μg/kg)、様々

な風味付けビスケット類(同 230μg/kg)、甘いビスケット類(同 220μg/kg)、油で揚げたポテトチップス類(同 215μ
g/kg)及びベークドポテト類(同 212μg/kg)といった高温で調理したでんぷんの加工食品で見られた。 
全ての集団の推定摂取量の平均は、LB(lower bound、訳注：LOQ 未満をゼロとして計算した場合)で 1～2μ

g/kg体重/日、UBで 2～4μg/kg体重/日であった。90パーセンタイルでは、LBで 1～3μg/kg体重/日、UBで 2
～8μg/kg 体重/日であった。平均及び 90 パーセンタイルで最も高い推定摂取量(μg/日)の集団は、17 歳以上

で、体重当たりでは 9 か月齢の乳児であった。 
穀類・穀類加工品(ケーキ・ビスケットを除く)、加工した野菜類・豆類、味付けしたスナック類は、全ての集団に

とって主なアクリルアミドの暴露源であった。 
今回の結果では、アクリルアミドのレベルは、全体として豪州及び海外で報告されたレベルより低いか、同じ水

準であった。推定された食事暴露は、発がん性及び神経毒素のエンドポイントを用いた暴露マージン(MOE)を
計算するために用いた。今回の結果は、豪州の消費者のアクリルアミドの暴露量が、国際連合食糧農業機関

(FAO)/世界保健機関(WHO)合同食品添加物専門家会議(JECFA)の第 72 回総会(2010 年)でヒトの健康への懸

念が考えられる値と一致することを示している。豪州の食品中のアクリルアミドのレベルを合理的に可能な限り低

く保つため、業界における食品生産工程の見直し、アクリルアミドを低減する酵素に関する研究、消費者教育を

続けることは重要である。 
2．リスク評価 
ラットにおける神経毒性の無毒性量(NOAEL)である0.2mg/kg体重/日を使用し、MOEを計算すると、評価のシ

ナリオにより 30～310 であった。この結果は、第 72 回の JECFA で報告された「アクリルアミド摂取量が多い人々

の場合、神経学的に有害な影響が生じる可能性を排除できない」という部分に該当する。 
ラットにおける乳腺腫及びマウスにおけるハーダー腺腫の BMDL10 の値を使用し、MOE を計算すると、評価

のシナリオに関係なく500未満(20～480)であった。この結果は、第72回の JECFAで報告された「遺伝毒性及び

発がん性を有する化合物としては健康への懸念を示唆するものである」という部分に該当する。。 
3．結論 

FSANZ は、アクリルアミドを始めとする食品中の化学物質と関する国内外の動向の監視を続けるとともに、必

要に応じて、今回の調査を踏まえ、優先順位を考慮して ATDS 又は小規模の対象調査を行う予定である。 
 
ATDS 報告書(145 ページ)は以下の URL から入手可能。 

http://www.foodstandards.gov.au/publications/Documents/1778-FSANZ_AustDietStudy-web.pdf 



 

○関連情報(海外) 
・欧州委員会(EC)健康・消費者保護総局(DGSANCO)、欧州の食品および飲料中のアクリルアミド ツールボック

ス、(FoodDrinkEurope Acrylamide Toolbox 2013)を公表 

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/toolbox_acrylamide_201401_en.pdf 

・米国食品医薬品庁（FDA）、食品中のアクリルアミドを減らすための業界向けガイダンス（案）を公表 

http://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm374601.htm 

・フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、フランスのトータルダイエットスタディ 2(EAT2)：公害物質に対する

フランスの行政地域圏別の暴露量分析データを公表(2014 年 1 月) 

http://www.anses.fr/fr/content/etude-de-l%E2%80%99alimentation-totale-eat-2-l%E2%80%99anses-met-
%C3%A0-disposition-les-donn%C3%A9es-de-son-analyse 

・香港食物環境衛生署食物安全センター、「第 1 回トータルダイエットスタディ報告書(第 6 報)：アクリルアミド」を

公表(2013 年 7 月) 

http://www.cfs.gov.hk/sc_chi/programme/programme_firm/files/The_first_HKTDS_acrylamide_Exe_Sum
_c.pdf 
・欧州連合(EU)、食品中のアクリルアミド濃度の指標値を更新(2013 年 11) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:301:0015:0017:EN:PDF 

・カナダ食品検査庁（CFIA)、特定の食品中のアクリルアミド量を公表(2014 年 3 月) 

http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=827759 

 

○関連情報(国内) 
・食品安全委員会、ファクトシート「加工食品中のアクリルアミド」（2013 年 12 月） 

http://www.fsc.go.jp/sonota/acrylamide-food170620.pdf 
・食品安全委員会化学物質・汚染物質専門調査会化学物質部会 

加熱時に生じるアクリルアミドの食品健康影響評価についての審議状況 

http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20131205ka2(2013 年 12 月 15 日) 

http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20140213ka1(2014 年 2 月 13 日) 

http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20140311ka1(2014 年 3 月 11 日) 

・農林水産省、食品中のアクリルアミドに関する情報(2013 年 11 月) 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/acryl_amide/ 
・厚生労働省、加工食品中アクリルアミドに関するＱ＆Ａ(2010 年 4 月) 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/11/tp1101-1.html 
 

※詳細情報及び他の情報については、食品安全総合情報システム（http://www.fsc.go.jp/fsciis/）をご覧下さい。 


